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平成２７年度（第６６回）全国労働衛生週間について 
～労働衛生活動の総点検、メンタルヘルス対策・過重労働災害防止の徹底を！～ 

 

 全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民

の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促進して労働者の健康を確保すること

などを目的に全国で展開されます【別添１】。 

本年度も９月１日から３０日までを準備月間、１０月１日から７日までを本週間として 

『職場発！ 心と体の健康チェック はじまる 広がる 健康職場』 

をスローガンに実施されます。 

徳島労働局（局長 飯野弘仁）では、職場におけ 

るメンタルヘルス不調や過重労働、化学物質を原因 

とする健康障害の防止を図ることが重要な課題とな 

っていることから、準備月間と本週間中に下記の対 

策等を重点的に実施いたします。 

 

記 

 

１ 全国労働衛生週間説明会などの開催について 

各労働基準監督署と各地区労働基準協会とが連 

携して、本年１２月１日に施行される改正労働安 

全衛生法に基づくストレスチェック制度の導入、 

化学物質の適切な管理、受動喫煙防止対策及び腰 

痛予防対策等についての説明会を開催します。 
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※ 報道関係者が取材を希望される場合には、必ず、事前に上記の「照会・お申し込み先」にご連 

絡ください。 

 

２ メンタルヘルス対策に係る自主点検の実施について 

「労働安全衛生法の一部を改正する法律」（平成２６年法律第８２号）によるストレスチ 

ェック制度（常時５０人以上の労働者を使用している事業場では義務）が本年１２月１ 

日から施行されること等から、「 徳島メンタルヘルスケア推進計画（はたらく人の笑顔 

プロジェクトⅡ）」に基づき、徳島県内で常時５０人以上の労働者を使用する事業場（約 

６００社）に対して、ストレスチェック制度の周知・啓発等を目的とした自主点検【別 

添２】の実施と結果の報告を依頼します。 

  

３ 社会福祉関係団体等への要請について 

 社会福祉施設等における労働災害は、全国的に毎年大きく増加（６年間で１．５倍） 

しており、平成２６年は休業４日以上の労働災害件数は７，２２４件であり、そのうち 

１４％（１，０２３件）が災害性腰痛等となっていること等【別添３】を踏まえ、徳島 

労働局幹部（労働基準部長）が、社会福祉施設に対して現場視察を実施するとともに、 

昨年中に徳島労働局管内で腰痛により労災申請を行った労働者（９６名）が所属する社 

会福祉施設等に対して腰痛予防対策などについて、労使一体となった自主的な活動を促 

進するよう要請を実施します。 

また、平成２８年１月２１日（木）に中央労働災害防止協会が徳島で開催する『病院・ 

診療所及び社会福祉施設等に対する腰痛予防対策講習会』【別添４】の周知と参加勧奨も 

併せて実施します。 

日   時 会    場 照会・お申し込み先 

９月２日（水） 

13:30～16:30 

ろうきんホール（徳島県立中央テクノスクール内） 

徳島市南末広町23－64 

徳島地方労働基準協会 

☎：088－625－4456 

９月８日（火） 

13:30～ 

三好市三野体育館（２階 会議室） 

三好市三野町芝生1293－30 

三好労働基準協会 

☎：0883－72－1857 

９月９日（水） 

13:30～16:00 

うずしお会館（鳴門市産業振興センター） 

鳴門市撫養町南浜字東浜165－10 

鳴門労働基準協会 

☎：088－685－7004 

９月９日（水） 

14:00～ 

阿南ひまわり会館 ふれあいホール 

阿南市富岡町北通33－1 

阿南労働基準協会 

☎：0884－22－6982 


